
（別紙） 
「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現 行 

１－１ 輸出の許可 
（１）～（５） （略） 
（６）総価額への換算 

外国通貨又は電子決済手段等若しくはこれら以外のその他の財産的価値（動

産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。）をもつて決済さ

れる場合の当該外国通貨又は電子決済手段等若しくはその他の財産的価値と

円との換算は、別に定める換算率による。（以下この通達において総価額算定

の場合における換算は、この換算率による。） 
輸出令第４条第１項に規定している外国通貨の総価額の換算については、契

約締結日の属する期間の換算率により行い、電子決済手段等又はその他の財産

的価値の総価額の換算については、別に定める換算率による。 
 （７）～（９） （略） 
 
２・３ （略） 
 
４ 特例 
４－１ （略） 
４－２ 輸出令第２条の規定は、同令第４条第２項各号に掲げる場合には、同令別

表第２の３７から４１まで及び４３から４５までの項の中欄に掲げる貨物に係

る場合を除き適用されない。 
４－２－１ （略） 
４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 
（１）～（３） （略） 
（４）輸出令別表第５第三号については、次により取り扱う。 

（略） 
 （イ）～（ハ） （略） 
（ニ）輸出令第４条第２項第二号ハに規定する「別表第２の２に掲げる貨物」の

解釈は次の表１に、同号ホに規定する「別表第２の３第三号に掲げる貨物」

の解釈は次の表２に掲げるところにより行う。 
なお、表１中「アメリカ合衆国通貨○○ドルに相当する額を超えるものに

１－１ 輸出の許可 
 （１）～（５） （略） 
 （６）総価額への換算 

外国通貨又は暗号資産若しくはこれら以外のその他の財産的価値（動産及

び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。）をもつて決済される

場合の当該外国通貨又は暗号資産若しくはその他の財産的価値と円との換算

は、別に定める換算率による。（以下この通達において総価額算定の場合にお

ける換算は、この換算率による。） 
輸出令第４条第１項に規定している外国通貨の総価額の換算については、

契約締結日の属する期間の換算率により行い、暗号資産又はその他の財産的

価値の総価額の換算については、別に定める換算率による。 
（７）～（９） （略） 

 
２・３ （略） 
 
４ 特例 
４－１ （略） 
４－２ 輸出令第２条の規定は、同令第４条第２項各号に掲げる場合には、同令別

表第２の３７から４１まで及び４３から４５までの項の中欄に掲げる貨物に係る

場合を除き適用されない。 
４－２－１ （略） 
４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 
（１）～（３） （略） 
（４）輸出令別表第５第三号については、次により取り扱う。 

（略） 
 （イ）～（ハ） （略） 
 （ニ）輸出令第４条第２項第二号ハに規定する「別表第２の２に掲げる貨物」の

解釈は次の表１に、同号ホに規定する「別表第２の３第三号に掲げる貨物」

の解釈は次の表２に掲げるところにより行う。 
なお、表１中「アメリカ合衆国通貨○○ドルに相当する額を超えるものに



限る。」、及び表２において定める金額の外国通貨又は電子決済手段等若しく

はその他の財産的価値への換算は別に定める換算率によるものとする。 
（ホ） （略） 

 
（以下、略） 

限る。」、及び表２において定める金額の外国通貨又は暗号資産若しくはその

他の財産的価値への換算は別に定める換算率によるものとする。 
 （ホ） （略） 
 
（以下、略） 

 
 



 
（別紙１） 

「輸入（承認・割当）申請書（Ｔ‐2010）の記載要領及びその取扱い等について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸入（承認・割当）申請書（Ｔ‐2010）の記載要領及びその取扱い等について（輸入注意事項１０第３６号(H10.3.4）） 

改 正 案 現   行 

１～５ （略）  

６ 「３※銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等記載欄」は､

外国為替及び外国貿易法第 17 条第１項第三号の規定に基づく外国為替令第

７条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当する場合に限り、該当

事項を次により記載すること。 

(1) （略）  

(2) 「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等確認欄」には､

外国為替決済に関する証明銀行名等を記載するものとするが、外貨預金

勘定等を通じる方法により決済する場合であって、証明銀行と貸記する

外貨預金勘定等の置かれている銀行が異なる場合には、次の例に従って

証明銀行が記載すること。 

（略） 

７ （略） 

１～５ （略）  

６ 「３※銀行等又は資金移動業者記載欄」は､外国為替及び外国貿易法第 17

条第１項第三号の規定に基づく外国為替令第７条第四号に規定する貨物の輸

入に係る支払等に該当する場合に限り、該当事項を次により記載すること。 

 

(1) （略）  

(2) 「銀行又は資金移動業者確認欄」には､外国為替決済に関する証明銀行

名等を記載するものとするが、外貨預金勘定等を通じる方法により決済

する場合であって、証明銀行と貸記する外貨預金勘定等の置かれている

銀行が異なる場合には、次の例に従って証明銀行が記載すること。 

 

（略） 

７ （略） 

  



（別紙２） 

「決済通貨等の取扱いについて」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○決済通貨等の取扱いについて（輸入注意事項３４第３号（Ｓ３４．１．３１）） 

改 正 案 現   行 

１～３ （略） 

４ 輸入貿易管理令(昭和２４年政令第４１４号)及び輸入貿易管理令別表第１

第１号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物（平成１２年通商産業省

告示第７８９号） において規定する円表示金額の外国通貨への換算は、輸出

貿易管理令、輸入貿易管理令及び外国為替令等に規定する円表示金額を算定す

る場合の換算の方法について（令和４年５月９日付け２０２２０４２５貿局第

２号） に定めるところにより行うものとし、契約締結日の属する期間の相場

により行う。 

 

 

１～３ （略） 

４ 輸入貿易管理令(昭和２４年政令第４１４号)及び輸入貿易管理令別表第１

第１号、第１５号、第２１号及び第２２号の規定に基づき、これらの号に規定

する経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件（平成１２年通商産業省告示

第７８９号） において規定する円表示金額の外国通貨への換算は、輸出貿易

管理令及び輸入貿易管理令等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方

法について（平成１２年１２月２８日付け平成１２・１２・１５貿局第３号） 

に定める相場を用いて行うものとし、契約締結日の属する期間の相場により行

う。 

 



（別紙） 
「輸出貿易管理令、輸入貿易管理令及び外国為替令等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方法について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正

部分） 
○輸出貿易管理令、輸入貿易管理令及び外国為替令等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方法について（２０２２０４２５貿局第２号） 

改 正 後 現 行 

輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。）、輸入貿

易管理令（昭和２４年政令第４１４号。以下「輸入令」という。）及び外国為替令

（昭和５５年政令第２６０号。以下「外為令」という。）並びにこれらに基づく規

定、並びに輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令（昭和３０年通商産業省令

第５４号。以下「輸取省令」という。）において規定する円表示金額の換算方法は、

令和４年５月１０日以降、以下のとおり行うものとする。 
１ 輸出令及び輸入令並びにこれらに基づく規定並びに輸取省令（以下「輸出令等」

という。）において規定する円表示金額の外国通貨への換算は、外国為替及び外

国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第７条第１項の規定に基づき、財務大臣

が日本銀行において公示する契約締結日の属する期間の基準外国為替相場及び

裁定外国為替相場（以下「基準外国為替相場等」という。）を用いて行うものと

する。また、輸出令等において規定する円表示金額の電子決済手段等への換算は、

外為令第２１条並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成１０年通商産業

省令第８号。以下「貿易外省令」という。）第１３条及び第１４条の規定を準用

し、契約締結日の属する月の前月の末日の電子決済手段等の相場を用いる方法そ

の他の合理的と認められる方法により行い、輸出令等において規定する円表示金

額の外国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値（動産及び不動産を

含む。以下「その他の財産的価値」という。）への換算は、契約締結日の属する

月の前月の末日のその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。 
 
２ 外為令及びこれに基づく規定（以下「外為令等」という。）において規定する

円表示金額の外国通貨への換算は、契約締結日の属する期間の基準外国為替相場

等を用いて行うものとする。また、外為令等において規定する円表示金額の電子

決済手段等への換算は、当該規定において規定する支払等が行われる日の属する

月の前月の末日の当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法

その他合理的と認められる方法により行うものとし、貿易外省令第９条第３項に

規定する総価額の換算方法について貿易外省令第１３条の規定を適用する場合

における同条中の「その他合理的と認められる方法」とは、契約締結日の属する

月の前月の末日の電子決済手段等の相場を用いる方法をいうものとする。外為令

輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号、以下「輸出令」という。）、輸入貿易

管理令（昭和２４年政令第４１４号、以下「輸入令」という。）及び外国為替令（昭

和５５年政令第２６０号、以下「外為令」という。）並びにこれらに基づく規定、並

びに輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令（昭和３０年通商産業省令第５４

号、以下「輸取省令」という。）において規定する円表示金額の換算方法は、令和４

年５月１０日以降、以下のとおり行うものとする。 
１ 輸出令及び輸入令並びにこれらに基づく規定並びに輸取省令（以下「輸出令等」

という。）において規定する円表示金額の外国通貨への換算は、外国為替及び外国

貿易法（昭和２４年法律第２２８号、以下「外為法」という。）第７条第１項の規

定に基づき、財務大臣が日本銀行において公示する契約締結日の属する期間の基

準外国為替相場及び裁定外国為替相場（以下「基準外国為替相場等」という。）を

用いて行うものとする。また、輸出令等において規定する円表示金額の暗号資産

への換算は、外為令第２１条並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成１

０年通商産業省令第８号、以下「貿易外省令」という。）第１３条及び第１４条の

規定を準用し、契約締結日の属する月の前月の末日の暗号資産の相場を用いる方

法その他の合理的と認められる方法により行い、輸出令等において規定する円表

示金額の外国通貨又は暗号資産以外のその他の財産的価値（動産及び不動産を含

む。以下「その他の財産的価値」という。）への換算は、契約締結日の属する月の

前月の末日のその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。 
 
２ 外為令及びこれらに基づく規定（以下「外為令等」という。）において規定する

円表示金額の外国通貨への換算は、契約締結日の属する期間の基準外国為替相場

等を用いて行うものとする。また、外為令等において規定する円表示金額の暗号

資産への換算は、当該規定において規定する支払等が行われる日の属する月の前

月の末日の当該支払等の対象となる暗号資産の相場を用いる方法その他合理的と

認められる方法により行うものとし、貿易外省令第９条第３項に規定する総価額

の換算方法について貿易外省令第１３条の規定を適用する場合における同条中の

「その他合理的と認められる方法」とは、契約締結日の属する月の前月の末日の

暗号資産の相場を用いる方法をいうものとする。外為令等において規定する円表



等において規定する円表示金額のその他の財産的価値への換算は、当該規定にお

いて規定する支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象

となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。 

示金額のその他の財産的価値への換算は、当該規定において規定する支払等が行

われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値

の時価等の額を用いて行うものとする。 
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